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京都府人権教育・啓発施策推進懇話会の意見への対応について 

 

○前回懇話会の意見の反映 

第２章 計画の基本的な考え方 

１ 計画改定の趣旨 

第３章人権問題の現状等と取組の方向 

全般 

 

懇話会意見 修正案 対応 

計画改定の理由について、前回懇話会意見を反映 しかし、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により、憶測による

デマや誤った情報の拡散、大学や個人への誹謗中傷、インターネット上

での書き込みなど、さまざまな事象が社会問題化しており、こうした

「コロナ差別」に対応するため、計画の見直しを行うこととしました。 

追記 

P５ 

２８行目 

懇話会意見 修正案 対応 

誰もが感染する可能性のある病気であり、正しい知識に

基づく行動が求められている。感染者が居住する地域や

企業、学校全般をとらえて差別することがあってはなら

ないことを加えてほしい。 

また、新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大に伴い、感染者

やその家族、治療に当たる医療関係者等に対する誹謗中傷や心ない書き

込み、活動自粛や営業自粛を過度に求める言動等が見られます。 

この感染症は誰もが感染しうる病気であることから、府民へ正確な情

報に基づく冷静な行動と人権への配慮を促すとともに、一人ひとりの状

況に応じた心理的ケアの充実を図る必要があります。 

今後のＷith コロナ社会（新型コロナウイルスと共存・共生する社会）

を見据え、府民の人権啓発・研修等への参加機会の拡大に取り組み、一

人ひとりの尊厳と人権が尊重され、人権侵害がない、誰もが自分らしく

生き、参画することができる社会の実現を目指します。 

追記 

P9 

4 行目 
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外国人 

 

新型コロナウイルス感染症 

懇話会意見 修正案 対応 

現在の記載内容では、府民の中に外国籍府民も含まれ

ていると思うが、当事者の視点が弱い。当事者である外

国籍府民の心身を傷つけている状況を加えてほしい。 

 

ヘイトスピーチは、当事者である外国籍府民の心身を傷つけるだけで

はなく、広く府民に不安感や嫌悪感を与えるとともに、外国人に対する

偏見や差別意識を生じさせることにも繋がりかねないことから、引き続

き啓発を行い人権意識を高めていく必要があります。 

追記修正 

P１８ 

２８行目 

懇話会意見 修正案 対応 

今後、グローバルな人の往来が再開したことを考える

と、この感染症の初期段階で起こった海外の特定地域の

排斥にも、触れていた方がよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰もが感染する可能性のある病気であり、正しい知識

に基づく行動が求められている。感染者が居住する地域

や企業、学校全般をとらえて差別することがあってはな

らないことを加えてほしい。 

(現状と課題) 

新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、憶測によるデマや誤った

情報の拡散、大学や個人への誹謗中傷や心ない書き込み、営業自粛等に

従わない事業者等への行き過ぎた非難など、差別につながる行為が見受

けられ、全国的に医療・福祉従事者等に対する偏見や差別が拡がってい

るとの指摘もされているところです。新型コロナウイルス感染症蔓延の

初期段階においては中国人など特定地域の人々を排斥するような動きが

あり、その後、１００年に一度の衛生上の危機と言われるパンデミック

により社会不安が高まり、ウイルスを遠ざけたい気持ちから、ウイルス

に関わる人や集団など目に見えるものを対象にそれを排除しようとする

行動や、同調圧力の高まりから自粛警察と呼ばれるものにつながってい

ると考えられます。 

 

(取組の方向) 

我々の闘う相手は「ウイルス」であって「人間」ではないことや、こ

の感染症は誰もが感染しうる病気であることなどを訴える中で、府民へ

正確な情報に基づく適正な行動を呼びかける必要があります。 

追記 

P２５ 

４行目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追記 

P２５ 

１３行目 
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インターネットと人権 

○ 国の動きの反映 

「インターネット上の誹謗中傷への対応の在り方に関する緊急提言」（2020 年８月）及び「発信者情報開示の在り方に関する研究会中間と

りまとめ」（同年８月）が発表されたことを踏まえ、総務省として「政策パッケージ」をとりまとめ、インターネット上の誹謗中傷に対して各

府省や産学民のステークホルダーと連携して早急に対応。今後、「プラットフォームサービスの在り方に関する研究会（PF 研）」において進捗

状況等の検証を実施。 

「インターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ」の概要 
（１）ユーザに対する情報モラル及び ICT リテラシーの向上のための啓発活動 
（２）プラットフォーム事業者の取組支援と透明性・アカウンタビリティ向上 
（３）発信者情報開示に関する取組  
（４）相談対応の充実に向けた連携と体制整備  

懇話会意見 修正案 対応 

いま SNS による中傷が社会問題化している中で、も

っと具体的な取り組みなどが、総務省の有識者会議で議

論されています。被害救済は急務であり、投稿者を特定

しやすくする方策が検討されており、実効性のある対策

を反映するべきでは。 

悪質な情報発信、誹謗中傷が後を絶たないことから、総務省において

は、「インターネット上の誹謗中傷への対策に関する政策パッケージ」

（2020 年９月）がとりまとめられ、 

（１）ユーザに対する情報モラル及び ICT リテラシーの向上のための 

啓発活動 

（２）プラットフォーム事業者の取組支援と透明性・アカウンタビリ 

ティ向上 

（３）発信者情報開示に関する取組 

（４）相談対応の充実に向けた連携と体制整備 

を位置づけ、これらの進捗状況等の検証実施を行い、インターネッ

ト上の誹謗中傷に対して各府省や産学民のステークホルダーと連携し

た早急な対応を行うこととされています。京都府としても、インター

ネットモニタリングを充実させるとともに、被害回復のための実効性

のある取組を進めます。 

修正 

P２７ 

４行目 
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